
 

 

能美市コミュニティバス広告掲載要領 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、能美市コミュニティバス及びコミュニティバスに関連する広告

媒体(以下「広告媒体」という。)への広告掲載に関し、能美市有料広告掲載要綱(平

成２０年告示第４号。以下「要綱」という。)及び能美市有料広告掲載基準(以下「基

準」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(広告の種類) 

第２条 広告媒体による広告の種類は、次のとおりとする。 

(１) 車内額面 

(２) バス停の命名権 

(３) バス停 

(４) 時刻表などの印刷物 

(広告の規格等) 

第３条 前条各号に規定する広告の規格、枠数、掲載期間及び掲載料は、別表のとお

りとする。 

(広告の募集) 

第４条 広告の募集は、広報能美、市ホームページ等で公募するものとする。 

２ 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うもの

とする。 

３ 公募を行うにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内

をすることができる。 

(広告掲載の申し込み) 

第５条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、能美市コミュニティ

バス広告掲載申込書(様式第１号)に広告案を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(広告の選定方法) 

第６条市長は、申込者が募集する広告枠数を超えたときは、次の各号の順位により総



 

合的に判断し、決定するものとする。この場合において、同順位の者が複数のとき

は、掲載希望年月数が多い者を優先することができる。 

(１) 国及び地方公共団体並びに公益法人等 

(２) 市内に事業所等を有する民間企業 

(３) 前２号に該当しない者 

(広告掲載の決定) 

第７条 市長は、要綱第６条による掲載可否を決定したときは、能美市コミュニティ

バス広告掲載決定通知書(様式第２号)又は能美市コミュニティバス広告非掲載決定

通知書(様式第３号)により通知するものとする。 

２ 広告掲載の申し込みが広告枠数を超えた場合で、かつ、全ての条件が同等と判断

される広告主の掲載は、抽選により決定する。 

３ 前２項で抽選にもれた広告主は、当該年度内に限り順番待ちとする。 

４ 市長は、順番待ちとなった広告主に能美市コミュニティバス広告掲載保留通知書

(様式第４号)によりその旨を通知する。 

５ 市長は、掲載枠に空きが生じた場合は、順番待ちの申込者に能美市コミュニティ

バス広告掲載決定通知書(様式第２号)により通知する。 

(広告掲載内容の承諾) 

第８条 広告掲載可の決定を受けた者は、掲載内容及び条件等を記載した能美市コミ

ュニティバス広告掲載承諾書(様式第５号)を市長に提出しなければならない。 

(広告掲載料の納入) 

第９条 広告主は、市長が指定する期日までに、別表に定める掲載料を、本市の発行

する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。 

(広告原稿の提出) 

第１０条 広告主は、掲載しようとする広告(原稿を含む)を市長が指定する方法で自

己の負担により作成し、指定期日までに市長に提出しなければならない。ただし、

第２条第２号の広告主については、この限りでない。 

(広告掲載及び撤去作業) 

第１１条 広告の掲載及び撤去作業については、次に掲げるとおりとする。 

(１) 第２条第１号の広告については、広告主が自己の負担において広告物を作成



 

のうえ市長に提出するものとし、掲載及び撤去作業は本市が行うものとする。 

(２) 第２条第２号の広告については、バス停留所標識のデザインに基づき本市が

掲載及び撤去作業を行うものとする。 

(３) 第２条第３号の広告については、広告主が自己の負担において広告物を作成

のうえ本市と日程調整を行い掲載及び撤去作業を行うものとする。 

(４) 第２条第４号の広告については、前条の規定に基づき承認を受けた広告原稿

の電子データを広告主が市長に提出し、本市において掲載するものとする。 

(広告主の責任) 

第１２条 広告主は、広告の内容に関するすべての責任を負うものとする。 

２ 広告主は、市税等を完納している者でなければならない。 

３ 公共下水道の供用区域で住宅及び事業所の排水設備を公共下水道に接続していな

い者の広告は掲載しないものとする。 

４ 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡することができない。 

５ 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)に

規定する屋外広告物に該当する場合は、石川県屋外広告物条例(昭和３９年石川県条

例第６０号)に規定する許可を受けなければならない。 

(広告掲載の取消し) 

第１３条 市長は、次の各号に該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことがで

きる。 

(１) 市長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。 

(２) 市長が指定する期日までに広告掲載承諾書及び広告の原稿及び電子データを

提出しなかったとき。 

(３) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。 

(広告掲載料の返還) 

第１４条 広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、能

美市コミュニティバス広告掲載取消決定通知書(様式第６号)により広告主に通知す

るとともに、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した日以後の日数で按分

し、１０円未満は切り捨てた額とする。 



 

３ 第１項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。 

４ 本市は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害につい

ても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。 

５ 第１項の規定により広告掲載料の返還を受けようとする広告主は、能美市コミュ

ニティバス広告掲載料返還請求書(様式第７号)を市長に提出しなければならない。 

(疑義等の決定) 

第１５条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、

別途協議の上定めるものとする。 

(委任) 

第１６条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 



 

別表(第３条関係) 

広告の種類 規 格 枠数 掲載期間 掲載料 

車内額面 

 

Ｂ３判以内 50 月単位 連携・観光ルート

1,000円／月 

循環・さとやまルート 

 500円／月 

バス停の命名権 バス停から至近距離に店

舗等の建築物を有する者

又は建築物の名称をバス

停の名称とする。ただし、

バス停の名称として、適当

と判断できるものに限る。 

200 ２年単位。ただし、

バス停が廃止された

場合は、当該期間 

 

(実際の掲載は５年継

続でお願いする) 

20,000円／年 

バス停 バス停に記載する、時刻

表等の案内板の空き枠。 

H20㎝×W30cm以内 

300 年単位。ただし、バ

ス停が廃止された

場合は、当該期間 

１箇所あたり 

10,000円／年 

時刻表 時刻表(Ａ１判)の広告。 

１区画 H4㎝×W8cm。 

複数区画での掲載も可能。 

20 同一印刷物で１回の

掲載 

10,000円／区画 

 



 

(様式第１号) 

能美市コミュニティバス広告掲載申込書 

 

 年  月  日 

能美市長 あて 

 

申込者  住所（所在地） 

名 称 

代表者職氏名 

電 話 番 号 

担当者職氏名 

 

次のとおり、能美市コミュニティバスへの広告の掲載を申し込みます。 

なお、申し込みにあたり、能美市の広告関連規定を遵守し、能美市の市税等の納付状況並

びに下水道の使用状況を調査することに同意します。 

記 

1. 広告の種類と希望期間 

広告の種類 希望枠数 掲載希望期間 備  考 

□車内額面 
計 

  面    
年  月～  年  月 

□連携・観光ルート   面 

□循環・さとやまルート   面 

(根上、寺井、辰口、さとやま) 

□バス停の命名権   ヶ所  年  月から２箇年 
現在のバス停名 

「             」 

□時刻表 枠 年度分(１回の掲載) １枠は縦４cm×横８cm 

□その他    

2. 広告の内容 

広告の種類 内   容 

□車内額面 (具体的な広告の見本を添付願います) 

□バス停の命名権 

(名称のみ明記して下さい。ロゴやマークは使えません) 

 

□時刻表 (具体的な広告の見本を添付願います) 

□その他  

3. 添付書類(社の概要が判るパンフレット等・2年目以降は不要です) 

 

 



 

(様式第２号) 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

能美市コミュニティバス広告掲載決定通知書 

 

様 

能美市長          印 

 

    年  月  日付けで申し込みのありました能美市コミュニティバスへの広告掲

載について、下記のとおり掲載することを決定しましたのでお知らせします。 

記 

1. 広告の種類と掲載期間 

広告の種類 枠数 掲載期間 備  考 

□車内額面 
計 

  面    
年  月～  年  月 

□連携・観光ルート   面 

□循環・さとやまルート   面 

(根上、寺井、辰口、さとやま) 

□バス停の命名権   ヶ所  年  月から２箇年 

路線名・現在のバス停名称 

「             」 

命名するバス停名 

「             」 

□時刻表 枠 年度分(１年間使用) 内容は添付を参照ください。 

□その他    

 

2. 広告掲載料        円 

3. 広告掲載料の納付  年  月  日までに、同封の納入通知書により納入してくだ

さい。 

4. 広告の取扱いについては、以下の規定を遵守願います。 

 能美市有料広告掲載要綱 

 能美市有料広告掲載基準 

 能美市コミュニティバス広告掲載要領 

5. 承諾書の提出 決定内容を確認のうえ   年  月  日までに、同封の「能美市

コミュニティバス広告掲載承諾書」を提出願います。 



 

(様式第３号) 

 

能美市コミュニティバス広告非掲載決定通知書 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

様 

 

 

能美市長          印 

 

    年  月  日付けで申し込みのありました能美市コミュニティバスの広告掲載

について、下記の理由により掲載できないことを決定しましたのでお知らせします。 

記 

１． 希望された広告の種類と掲載期間 

広告の種類 希望枠数 掲載希望期間 備  考 

□車内額面 
計 

  面    
年  月～  年  月 

□連携・観光ルート   面 

□循環・さとやまルート   面 

(根上、寺井、辰口、さとやま) 

□バス停の命名権   ヶ所  年  月から２箇年 

路線名・現在のバス停名称 

「             」 

希望されたバス停名 

「             」 

□時刻表 枠 年度分(１年間使用) １枠は縦４cm×横８cm 

□その他    

 

２． 非掲載の理由 

 

 



 

(様式第４号) 

能美市コミュニティバス広告掲載保留通知書 
 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

様 

 

能美市長          印 

 

    年  月  日付けで申し込みのありました能美市コミュニティバスの広告掲

載について、掲載枠数を超える申込みがあり、抽選の結果順番待ちとなりましたのでお知ら

せします。 

掲載枠に空白が生じて掲載が可能になりましたら、改めて確認のためお知らせします。 

記 

１． 希望された広告の種類と掲載期間 

広告の種類 希望枠数 掲載希望期間 備   考 

□車内額面 
計 

  面    
年  月～  年  月 

□連携・観光ルート   面 

□循環・さとやまルート   面 

(根上、寺井、辰口、さとやま) 

□バス停の命名権   ヶ所  年  月から２箇年 

路線名・現在のバス停名称 

「             」 

命名するバス停名 

「             」 

□時刻表 枠 年度分(１年間使用) １枠は縦４cm×横８cm 

□その他    

 

２． 順番待ちの順番     件中     番目 

 

３． 掲載可能となる時期(予定)   年  月頃からの予定です。 

他の広告主から取り下げや途中解約があった場合予定よりも早まる場合

がありますので、ご承知おきください。 



 

(様式第５号) 

能美市コミュニティバス広告掲載承諾書 

 

  年  月  日 

能美市長 あて 

 

広告主  住所（所在地） 

名 称 

代表者職氏名 

電 話 番 号 

担当者職氏名 

 

  年  月  日付け  第  号で掲載決定の通知がありました能美市コミュニテ

ィバスの広告掲載について、下記のとおり掲載を承諾します。 

記 

１．希望された広告の種類と掲載期間 

広告の種類 希望枠数 掲載希望期間 備   考 

□車内額面 
計 

  面    
年  月～  年  月 

□連携・観光ルート   面 

□循環・さとやまルート   面 

(根上、寺井、辰口、さとやま) 

□バス停の命名権   ヶ所  年  月から２箇年 

路線名・現在のバス停名称 

「             」 

命名するバス停名 

「             」 

□時刻表 枠 年度分(１年間使用) １枠は縦４cm×横８cm 

□その他    

２．広告掲載料             円 

３．広告掲載料の納付  年  月  日までに、同封の納入通知書により納入します。 

４．車内額面広告の現物は、遅くとも  年  月  日までに提出願います。 



 

(様式第６号) 

文 書 番 号 

年  月  日 
 

様 

 
 

能美市長 

  

能美市コミュニティバス広告掲載取消決定通知書 

  

  年  月  日付け 第  号で掲載決定していました能美市コミュニティバスの

広告掲載について、下記のとおり掲載の取り消しを決定しましたのでお知らせします。 

記 

1. 希望された広告の種類と掲載期間 

広告の種類 希望枠数 掲載希望期間 備   考 

□車内額面 
計 

  面    
年  月～  年  月 

□連携・観光ルート   面 

□循環・さとやまルート   面 

(根上、寺井、辰口、さとやま) 

□バス停の命名権   ヶ所  年  月から２箇年 
バス停名 

「             」 

□時刻表 枠 年度分(１年間使用)  

□その他    

2. 既掲載決定済み期間     年  月  日から    年  月  日(   か月) 

3. 掲載取消決定期間      年  月  日から    年  月  日(   か月) 

4. 掲載取消決定の理由 

 

 

5. 納入済み広告掲載料  金      円  

6. 広告掲載料返還決定額 金      円 

7. 広告掲載料の返還方法 近日中に、同封の返還請求書を提出願います。 

市指定の支払日にご指定の金融機関に送金します。 



 

(様式第７号) 

  

能美市コミュニティバス広告掲載料返還請求書  

   

  

金      円 

  

ただし、    年  月  日付け  第  号で決定を受けた、能美市コミュニティ

バス広告掲載料の返還金として、上記のとおり請求します。 

 

年  月  日 

 

能美市長 あて 

   

広告主 

住所(事業所所在地) 

氏名(事業者名)                 □印  

電話番号 

 

振込先 

金融機関名 

 

口座種別 
 

口座番号 
 

フリガナ 

口座名義 

 

 

 


